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r競争的研究資金の不合理な圭複及び遇度の集中の排除専に供する指針」  

の検討経♯及び今後の予定について   

1．検討経ヰ  

平成16年11月26日 「競争的研究資金の拡充に向けた取り組みの結果」（第  
42回総合科学技術会読本会議・配付資料）  

「採択案件の不合理な重複や過度の集中を避けるための各府省共通のルー  

ル作り等の措置を実施する」旨、総合科学技術会議の今後の取り組みを説明。   

内閣府のとりまとめにより、「競争的研究資金に関する関係府省連絡会」  

が継続的に開催され、具体的なルールの検討が始まる。  

平成17年8月11日 「研究資金の配分問題について」（第48回総合科学技術  
会議本会議・議事）   

「複数課題の獲得に関する省庁間での情報共有を可能とする仕組み」を、  

研究費の適正配分に向け検討すべき課題として指摘。  

平成17年9月9日 「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等  

に関する指針」（競争的研究資金に関する関係府省連絡  

会申し合わせ）  

競争的研究資金の応募・受け入れ状況や及び不正経理を行った研究者等の  

情報を他府省に情報提供するための基本的な指針が、関係府省間で定められ  

る。その後、関係府省間で当該指針の運用ルールにつき意見交換を重ね、平  

成17年11月18日に、当該指針のうち、不正経理を行った研究者等の情報  

の内閣府への提供方法について、内閣府が事務連絡を発出した。なお現在も、  

研究費の過度の集中の排除の方法等について関係府省間で検討が進められ  

ているところ。   

2．厚生労働省における対応  

競争的研究資金の応募・受け入れ状況及び不正経理を行った研究者等の情報共有  

に関する記載を、厚生労働科学研究費補助金公募要項（平成17年10月31日）に  

加えたところ。  

3．今後の検討  

関係各省と協力して指針の運用方法を引き続き検討し、その結果に基づき、制度  

整備に努める。  
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